
日時 ２０２５年１０月１４日 １９時００分～

場所 城北地区公民館１・２会議室

地域団体への「負担金額」見直しについて

令和５年「あいさつ」シンボルマーク
制定あいさつで“つながり”、誰１人
取り残さないまちづくり

原画：中尾 祐人さん

城北地区 町内会への補助金配分の見直しについて 
城北地区公民館

平成２５年シンボルマーク制定
城北愛と絆を深める
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【見直しの目的】 令和７年９月１９日

1.負担の公平性の確保
    加入世帯のみが負担している現状に対し、非加入世帯とのバランスや公平性について再考する必要
があります。

2.地域活動の持続可能性
   居住世帯数の減少に伴い、自治会への加入数も低下傾向にあります。 今後は、活動資金の確保がます
ます難しくなることが予想され限られた財源を有効に活用するための見直しが求められています。
3.住民の理解と参加促進

      負担金の使途や目的が明確になることで、住民の納得感が高まり、自治会や地域活動への参加意欲の
 向上につながります。

【見直しの視点】      ＊地域団体への負担金に関わる資料：参照
◎使途の透明化  
各団体の活動内容と費用の内訳を明示し、住民に説明できる体制づくり。
◎金額の妥当性  
現在の負担額が活動内容に見合っているかを検証し、必要に応じて調整。
◎活動資材・用具の整備状況  
すでに資材整備や用具購入が完了し、今後の支出が少ない団体について
◎納付方法の見直し 
各団体への納付にかかる金融機関の手数料を抑えるため、より効率的で負担の少ない納付方法の検討を進めます。  
◎地域全体での合意形成  
町内会・各団体が連携し、住民の声を反映した見直しを進める。



1. 鳥取市の「町内会加入率」の現状 [令和７年５月末現在]
H29 30 R1 2 3 4 5 6 7

町内会加入世帯
数

52,410 52,582 52,032 51,703 51,386 50,877 50,215 49,471 48,599

住基世帯数 79,727 79,289 79,604 80,618 81,128 81,547 81,625 82,125 82,211

加 入 率 65.7% 66.3% 65.4% 64.1% 63.3% 62.4% 61.5% 60.2% 59.1%

H29 30 R1 2 3 4 5 6 7

町 内 会 数 833 833 831 829 831 828 826 824 821

H29 30 R1 2 3 4 5 6 7

地 区 数 41 41 41 41 41 41 41 41 41
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◎全体の組織率  

・世帯数 ８２,２１１世帯

・加入世帯数 ４８,５９９世帯

・自治連加入率       ５９.１％ 

城北地区の加入率は、約６６．４％
（３０６０世帯、市報配布部数２０１７部）









鳥取市からの自治会
補助金配分フロー

地 区

活動費

地区単位 100,000円

＠18,500円×地区町内会数

＠400円×地区世帯数

町 区

活動費

町区単位 10,000円

＠300円×町区世帯数

町区割活動助成費
世帯割

活動助成費

〈町区世帯数〉 〈助成額〉

＠700円

×地区世帯数

・10世帯未満 30,000円

・10～50世帯 33,000円

・51～100世帯 36,000円

・101～150世帯 39,000円

・151～200世帯 42,000円

・201世帯以上 45,000円

令和８年度～

地区自治会

鳥取市自治連合会

配分

～令和７年度

鳥取市自治連合会

配分

新市域鳥取地域

地 区

活動費

地区単位 35,000円

＠700円×地区世帯数

町 区

活動費

町区単位 10,000円

＠300円×町区世帯数

地域ごとに独自の算定基
準で分配する。

町 区
活動費

これまでは、市（自治連合会）が、一方的に助成金の
配分を決定してきました。

城北地区 町内会への補助金配分の見直しについて   【令和７年１０月１日】



◎活動費：従前の均等割10000円を、市自
治連見直しに準じて修正し、世帯数を４区
分とし、中央値（１2000円） ー 1区分変動
額を（1000円）とした。

◎会費：従前の均等割2000円を、市自治
連見直しに準じて修正し、世帯数を４区分
とし、中央値（2０００円） ー 1区分変動
額を５00円とした。

区分
別町
内数

規模別活動費
区分
別町
内数

規模別会費

１０～５０世帯 6 10000円 6 1000円

５１～１００世帯 6 11000円 8 1500円

１０１～１５０世帯 4 12000円 6 2000円

１５１～２００世帯 5 13000円 1 2500円

21 21

新・旧算定額が、前年よりマイナス
にならないように配慮しました！！





新・旧算定額が、前年よりマイナス
にならないように配慮した！！

予備費が２４０，０３８円では ？

1.繰越金（予備費）は当該年度の収入
 が入るまでのつなぎ資金として必要
２．予測できない支出に、すぐに動けない。
2.事業費が予算超過した場合、事業の
継続や完了が困難。

3.ちょっとした支出にも慎重にならざる
を得なくなり、活動の幅が狭まる。

結果





城北地区 助成金配布要領

【目的】
◎公平性の確保：同じ条件で審査されるよう、基準を明確にします。
◎透明性の向上：助成の対象、申請方法、審査手順などを明記し、誤解や
不信を 防ぎます。  
◎適正な資金活用：助成金が本来の目的に沿って使われるよう、使用条件
や報告 義務を定めます。  
◎組織の信頼性維持：明確な運用により、会員の皆様との信頼関係を築き
ます。



城北地区 助成金配布要領（案）① （不足財源補助型）
第1条 目的
この要領は、城北地区内の地域団体が行う公益的な活動に対し、事業費の不足分を補うために自治会が助成金を
交付する際の基本的なルールを定めるものとする。
第2条 対象団体・事業
助成対象は、次の条件を満たす団体および事業とする。
①城北地区内で活動している非営利の団体
②地域の交流、防災、環境美化、福祉などに関する事業
③自主財源や自己負担、他の助成制度を活用しても、費用が不足している事業
第3条 助成金額
助成金は、事業費の不足分を上限として交付する。 ※必要に応じて団体へのヒアリングを行う。

※原則として、事業費の全額を助成することはできない。
第4条 申請方法
助成を希望する団体は、以下の内容を自治会に提出する。
①事業の概要（目的・内容・実施予定日） ＊総会資料 等
②おおまかな予算と不足額 ※書式は自由。簡易なメモでも可。
第5条 報告方法
事業終了後、以下の内容を自治会に報告する。
①実施した内容（簡単な説明） ②助成金の使い道（ざっくりでOK） ＊総会資料 等
第6条 その他
この要領に定めのないことは、自治会役員会で柔軟に対応する。



■城北地区 助成金配布要領（案）② （案・公益性重視＋財源明記版＋前文付き）
【前文】
近年、核家族化や生活スタイルの多様化の進展により、地域の連帯意識が希薄化し、町内会への加入率の低下が指摘されています。 一方で、頻発する自然災
害や本格的な高齢社会の到来により、地域のつながりや支え合いの重要性が再認識され、町内会の役割が改めて注目されています。  
こうした状況を踏まえ、地域の公益的な活動を支援することで、住民同士の交流や協力を促進し、安心して暮らせる地域づくりを進めることを目的として、本要領
を定めます。
第1条 目的  
この要領は、城北地区内の地域団体が行う公益的な活動を支援し、地域全体のつながりや安全・安心、暮らしやすさの向上を図ることを目的として、自治会が
助成金を交付する際の基本的なルールを定めるものである。  

なお、助成金の財源は、鳥取市から交付される町区活動費および町内会加入世帯からの会費によって成り立っており、運用に
は加入世帯の理解と協力が不可欠である。助成対象となる事業は、地域全体に恩恵が及ぶ公益性の高い活動とする。
第2条 対象団体・事業  
助成対象は、次の条件を満たす団体および事業とする。  
① 城北地区内で活動している非営利の団体 ② 地域の交流、防災、環境美化、福祉など、地域の公益性向上に資する事業  
③ 自主財源や他の助成制度の活用を基本としつつ、さらなる地域貢献のために支援が必要と認められる事業
第3条 助成金額  
助成金は、地域への効果や公益性を考慮し、必要に応じて適切な額を交付する。  
※必要に応じて団体へのヒアリングを行う。  
※原則として、事業費の全額を助成することはできない。  
※財源の性質を踏まえ、助成の妥当性については役員会で慎重に審査する。
第4条 申請方法  
助成を希望する団体は、以下の内容を自治会に提出する。  
① 事業の概要（目的・内容・実施予定日） ＊総会資料 等 ② おおまかな予算と必要な支援額  
第5条 報告方法  
事業終了後、以下の内容を自治会に報告する。  
① 実施した内容（簡単な説明）  ② 助成金の使い道（ざっくりでOK）  ＊総会資料・決算書 等
第6条 その他  
この要領に定めのないことは、自治会役員会で柔軟に対応する。 また、助成金は鳥取市からの町区活動費と町内会加入世帯の会費によって支えられており、
特に町内会費については加入世帯の理解と協力が不可欠であることを踏まえ、地域全体の公益性を重視した支援のあり方について、今後も見直しを行う。



安全・安心 自信と誇り・夢と希望にみちた城北のまちづくり
城北地区公民館

おわり

“元気で楽しく心地よく 住んでよかったと 実感できる城北に！”
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城北地区公民館
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